
税「
第
６
回

全
国
ま
ん
が
税
金
展
」

開
催

日

時
１１
月
１４
日（
木
）〜
１９
日（
火
）

場

所
い
よ
て
つ
高
島
屋
８
階

ス
カ
イ
ド
ー
ム

☆
税
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

あ
な
た
も
税
の
ま
ん
が
を
見
て

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

税
に
関
す
る
ま
ん
が
を
多
数
展

示
。

関
心
感
嘆
の
作
品
が
い
っ
ぱ
い
。

イ
ベ
ン
ト

○
１４
日
（
木
）

１０
時
〜
１１
時
３０
分

漫
画
家
は
ら
た
い
ら
先
生
来
展

（
サ
イ
ン
会
も
あ
り
ま
す
。）

○
１６
日
（
土
）

１４
時
３０
分
〜
１５
時
３０
分

漫
画
家
能
田
達
規
先
生
（
週
刊

少
年
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
好
評
連

載
中
の
「
オ
レ
ン
ジ
」
の
著
者
）

来
展
（
サ
イ
ン
会
も
あ
り
ま
す
。）

○
１７
日
（
日
）

１１
時
〜
１７
時

愛
媛
県
立
西
条
高
等
学
校
マ
ル

チ
ア
ー
ト
部
（
第
１１
回
ま
ん
が

甲
子
園
に
お
い
て
実
行
委
員
会

会
長
賞
受
賞
）
に
よ
る
税
の
ま

ん
が
制
作

○
１４
日
（
木
）、
１６
日
（
土
）、
１７

日
（
日
）
１０
時
〜
１６
時

四
国
税
理
士
会
松
山
支
部
に
よ

る
無
料
税
務
相
談

も
う
す
ぐ

年
末
調
整
で
す
。

年
末
調
整
と
は
、
給
与
所
得
者

の
そ
の
年
最
後
の
給
料
や
ボ
ー
ナ

ス
が
支
払
わ
れ
る
と
き
に
、
そ
れ

ま
で
に
給
与
等
が
支
払
わ
れ
た
都

度
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
の

合
計
額
と
、
そ
の
年
中
の
給
与
の

支
給
総
額
に
つ
い
て
納
付
す
べ
き

税
額
（
年
税
額
）
と
を
比
較
し
て

過
不
足
額
の
精
算
を
行
う
こ
と
を

い
い
ま
す
。

こ
の
年
末
調
整
は
、
勤
務
先
で

給
与
所
得
者
ご
と
に
行
わ
れ
ま
す
。

給
与
所
得
以
外
に
所
得
の
な
い
大

部
分
の
給
与
所
得
者
に
と
っ
て
、

確
定
申
告
に
代
わ
る
役
目
を
果
た

す
重
要
な
手
続
で
す
。

年
末
調
整
の
対
象
と
な
る
方

年
末
調
整
は
、
原
則
と
し
て
勤

務
先
に
「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控

除
等
申
告
書
」
を
提
出
し
て
い
る

方
で
主
に
次
に
該
当
す
る
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

○
一
年
を
通
じ
て
勤
務
し
て
い
る

方
○
年
の
中
途
で
就
職
し
、
年
末
ま

で
勤
務
し
て
い
る
方

○
年
の
途
中
で
死
亡
に
よ
り
退
職

し
た
方

た
だ
し
、
本
年
中
の
主
た
る
給

与
の
収
入
金
額
が
２


０
０
０
万

円
を
超
え
る
方
、
２
か
所
以
上
か

ら
給
与
を
受
け
て
い
る
方
で
、
他

の
勤
務
先
に
「
給
与
所
得
者
の
扶

養
控
除
等
申
告
書
」
を
提
出
し
て

い
る
方
、
年
末
調
整
を
行
う
と
き

ま
で
に
、「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控

除
等
申
告
書
」
を
提
出
し
て
い
な

い
方
な
ど
は
年
末
調
整
の
対
象
と

は
な
り
ま
せ
ん
。

年
末
調
整
に
必
要
な
書
類

年
末
調
整
で
各
種
の
控
除
額
の

精
算
を
行
う
に
は
、
次
の
各
種
申

告
書
等
を
勤
務
先
に
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

○
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申

告
書こ

の
申
告
書
は
扶
養
親
族
な

ど
が
い
な
い
場
合
に
も
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

○
給
与
所
得
者
の
配
偶
者
特
別
控

除
申
告
書

こ
の
申
告
書
は
、
本
人
が
生

計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
一
定

の
所
得
金
額
以
下
の
配
偶
者
に

限
り
ま
す
。）
を
有
す
る
場
合
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除
申

告
書こ

の
申
告
書
は
、
国
民
健
康

保
険
や
国
民
年
金
の
保
険
料
な

ど
の
社
会
保
険
料
、
小
規
模
企

業
共
済
等
掛
金
、
生
命
保
険
料
、

損
害
保
険
料
を
本
人
が
支
払
っ

た
場
合
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
給
与
所
得
者
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
申
告
書

こ
の
申
告
書
は
、
税
務
署
長

が
発
行
し
た
「
年
末
調
整
の
た

め
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

証
明
書
」
な
ど
を
添
付
し
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

松
山
税
務
署
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総総総総総総総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合合合合合合合１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２時時時時時時時時時時時時時時時時間間間間間間間間間間間間間間間間電電電電電電電電電電電電電電電電話話話話話話話話話話話話話話話話相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談
相 談 内 容
差別問題、児童生徒の「いじめ」・体
罰問題、家庭問題、近隣関係など人
権問題に関するあらゆる相談（無料・
秘密厳守）

日 時
１２月４日（水）９時～２１時
電 話 番 号
フリーダイヤル ０１２０－０２５－５５０
相談担当者
人権擁護委員（弁護士資格のある者
も含む）、法務局職員

主 催
松山地方法務局
愛媛県人権擁護委員連合会

１１月の納税
国民健康保険税 第５期

口座振替日は
銀行・信金……１１月２５日（月）
農協・郵便局…１１月２７日（水）

※納税は便利な口座振替へ
～税金で 町がよくなり 笑顔いっぱい～
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